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議会運営委員会 会議記録 
 
１ 日 時  令和３年６月２３日（水）午前９時２５分開会 

 
２ 場 所  第２委員会室 
 
３ 出 席 委 員  委 員 長   杉 山 由 祥 
３ 出 席 委 員  副委員長   諸 角 由 美 
           委  員   増 田   薫 
          ３委 員   大 谷 茂 範 
３ 出 席 委 員  委 員   高 橋 伸 之 
３ 出 席 委 員  委 員   鈴 木 大 介 
           委  員   山 中 啓 之 
           委 員   渋 谷 剛 士 
３ 出 席 委 員  委 員   宇津野 史 行 
３ 出 席 委 員  委 員   二階堂   剛 
３ 出 席 委 員  委 員   城 所 正 美 
３ 出 席 委 員  委 員   末 松 裕 人 
 
４ 議 長  議 長   木 村 みね子 
           副 議 長   岩 堀 研 嗣 
 
５ 出席事務局職員  事 務 局 長     入 江 広 海 
５ 出席事務局職員  庶 務 課 長   根 本 真 光 

議 事 調 査 課 長   鈴 木 章 雄 
議事調査課長補佐  鈴 木 加代子 

          議事調査課長補佐  鈴 木 美 紀 
議事調査課主幹   宮 田 正 悟 
議事調査課主査   鈴 木 直 樹 
           ５ 出席事務局職員                

６ 会議に付した事件 
（１）追加議案について 

（２）最終日の日程について 

（３）閉会中の所管事務調査について 

（４）その他 

 

７ 会議の経過及び概要 議 長 開 会 宣 言 
議       事 
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            傍  聴  議  員 ミール計恵議員、中西香澄議員、 
  岡本優子議員 

            傍 聴 者 なし
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（１）追加議案について 
 
杉山由祥委員長 

 まず、議題の（１）追加議案についてを議題といたします。 
 事務局より御説明をお願いいたします。 
 

議事調査課長 

 先ほど開催された幹事長会議において、市長からお手元に配付いたしましたように、議

案第１５号、副市長の選任について追加提出される旨の説明がありましたので報告いたし

ます。議案は、ただいま各控室に配付させていただいております。 

 なお、追加議案の審議の流れにつきましては、次の議題の（２）最終日の日程について

の中で説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 
杉山由祥委員長 

 追加議案についてはよろしいでしょうか。 

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 
杉山由祥委員長 

 それでは、さよう御了承願います。 
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（２）最終日の日程について 

 
杉山由祥委員長 

 次に、議題の（２）最終日の日程についてを議題といたします。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 

議事調査課長 

 最終日の日程につきまして説明させていただきます。 

 お手元に配付の令和３年６月定例会最終日議事予定表により説明させていただきます。 

 なお、予定表の記載の議案名を読み上げてまいりますことから、名称を簡略化させてい

ただきますので、あらかじめ御了承願います。また、予定表の上段下段を行き来しますの

でよろしくお願いいたします。 

 上段の日程第１、議案第３号から第１２号までの１０件を一括議題とし、各常任委員長

報告、質疑、討論、入れ替え等のため休憩を挟みながら採決となります。採決は下段にな

りますが、４本に分けて諮る予定です。１本目で、議案第３号、一般会計補正予算（第２

回）を、２本目で、議案第７号、職員の服務の宣誓に関する条例及び固定資産評価審査委

員会条例の一部改正を、３本目で、議案第４号、国民健康保険特別会計補正予算（第１

回）、議案第５号、介護保険特別会計補正予算（第１回）、議案第６号、松戸市役所支所

設置条例等の一部改正、議案第８号、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処

するための特殊勤務手当の特例に関する条例及び国民健康保険条例の一部改正、議案第９

号、市税条例等の一部改正、議案第１０号、手数料条例の一部改正及び議案第１１号、青

少年プラザ条例の制定の７件を一括して、それから４本目で、議案第１２号、契約の変更

（松戸市立小中学校空調設備整備ＰＦＩ事業）をそれぞれ採決いたします。 

 次に上段です。議題（１）で申し上げました追加議案、議案第１５号、副市長の選任に

ついてを日程に追加変更、直ちに議題とし、提案理由の説明、質疑、議長発議により、委

員会付託の省略、討論、入れ替え等のため、休憩を挟みながら採決となります。なお、こ

こでの質疑、討論は挙手にて行いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、上段の日程第２、議員提出議案第１号から第９号までの９件を一括議題、提案理

由の説明、議長発議により質疑及び委員会付託の省略、討論、入れ替え等のため休憩を挟

みながら採決となります。提案理由の説明者につきましては、先ほどの幹事長会議で、第

１号、日本共産党、ミール計恵議員、第２号、市民力・立憲民主党、山中啓之議員、第３

号、日本共産党、宇津野史行議員、第４号については取り下げとなってございます。第５

号、日本共産党、平田きよみ議員、第６号、日本共産党、ミール計恵議員、第７号、日本

共産党、平田きよみ議員、第８号、立憲民主党、二階堂剛議員、第９号、立憲民主党、二

階堂剛議員と決定をいただいております。 

 採決につきましては、下段になりますが、こちらの流れ表においては５本になっており

ますが、４本目、議員提出議案第４号について取り下げになっておりますので、順番を変

更して説明させていただきます。 

 ４本に分けて諮る予定でございます。１本目で、議員提出議案第１号、デジタル改革関
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連法６法の廃止を求める意見書を、２本目で、第２号、オンライン本会議の実現に必要と

なる地方自治法改正を求める意見書を、３本目で、第３号、憲法に反する「重要土地調査

規制法」の廃止を求める意見書を、４本目で、第５号、東京電力福島第一原子力発電所で

発生している放射能汚染水を海洋放出する方針の撤回を求める意見書、第６号、冤罪被害

者を救済する再審法（刑事訴訟法の再審規定）の速やかな改正を求める意見書、第７号、

中学校、高等学校も含めた本格的な少人数学級の実施を求める意見書、第８号、日本学術

会議から推薦された６名全員の任命を求める意見書及び第９号、コロナ禍における東京オ

リンピック・パラリンピック開催の可否についての判断基準及び判断期限の明確化を求め

る意見書の５件を、一括してそれぞれ諮る予定でございます。 

 次に、上段の日程３、議員提出議案第１０号、「生理の貧困」等を含む女性活躍推進の

対応策を求める意見書を議題とし、提案理由の説明、質疑、議長発議により委員会付託の

省略、討論、入れ替え等のため休憩を挟み採決となります。 

 議員提出議案に関しては、会議規則第１４条に、４人以上で議長に提出と規定されてお

ります。松戸市議会では、これを補完する仕組みとして、一般質問１日目までに、第１４

条の要件は４人以上でございますが、その要件に満たない３人の会派でも、会派であれば

幹事長会議に案を提出することができます。その後、議長へ提出するまでの経過の中で、

賛同会派や賛成会派を募り、疑義をただし調整が図られる機会があることから本会議での

質疑の省略をしているところでございます。 

 しかし、この議員提出議案第１０号につきましては、会派から幹事長会議に提出された

ものではなく、議員５人から議長に提出されました。これまでに、このような取り扱いは

ございませんが、会議規則第１４条の規定に基づく議案としての提出要件は満たしている

ことから、御審議いただきたいと思っているところでございます。こうしたことから、ほ

かの議員提出議案とは別日程となってございます。 

 次に、先の幹事長会議で、公共施設再編検討特別委員会の設置動議を文書提出すること

が了承されましたことから、日程の追加によって議題とさせていただきます。設置の動議

提出者は全会派の幹事長となり、動議の説明は、城所正美幹事長に行っていただくことと

なってございます。説明後に、質疑、委員会付託及び討論を省略する動議が提出されるこ

とになりますが、省略の動議提出者は、順番で１１番、篠田哲弥議員にお願いをする予定

です。 

 設置が決まり、委員の指名後、本会議を休憩し、第２委員会室で特別委員会を開催し、

正副委員長の互選を行います。本会議を再開した後に、正副委員長の互選の報告となりま

す。 

 次に、日程第４、所管事務の継続調査の許可についてを諮ります。 

 そして日程を全て終えた後となりますが、諸般の報告として、全国市議会議長会からの

表彰の伝達があります。以上をもちまして、今期定例会は閉会となります。 

 なお、閉会後、６月末日をもって退任される山田哲也副市長を議長から紹介いただく予

定となっております。討論につきましては、配付した一覧表のとおりでございます。議案

に２名、議員提出議案に１名、合計で３名の方から通告がございました。 

 なお、本会議最終日についても、議員各位の御協力のもと、ＡＢ班交代制を行い、最終
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日の午前中についてはＢ班が着席となります。 

 採決については、日程第１、追加日程、日程第２、日程第３、そして特別委員会の設置

でそれぞれございます。日程第１、追加日程、日程第２の三つの採決については、直前に

入れ替えのための休憩をとり、全議員に議場へ入っていただき、採決後にも休憩をとりま

すので、Ａ班の議員については御退席いただくことになります。 

 日程第３の採決については、こちらは午後を予定しておりますが、直前に入れ替えのた

めの休憩をとり、全議員に議場へ入っていただき、採決後には特別委員会設置の動議があ

るため、そのまま全員お残りください。ＡＢ班交代制について変更がある場合は、改めて

お知らせさせていただきます。 

 
杉山由祥委員長 

 ただいまの御説明、何かございますでしょうか。 

 

宇津野史行委員 

 ありがとうございます。これは議長にお願い的なところがあるので、この場かどうかわ

かりませんが、次に、例えば休憩しますとか、何とかしますといった際に、今回ないのか

もしれませんけれど、次にお入りいただく方はＡ班の方ですとか、以上休憩いたしますと

か、そんなことを言っていただくと、次の入れ替え、混乱が少なくて済むと思っているの

です。毎回毎回休憩しますと言って、次はＡ班だか、Ｂ班だか、どちらだったかなどと言

いながら、これを見ながらも混乱している事例があるので、今日そういう場面があるかど

うかわかりませんが、休憩で交代する場面の際には、一言言っていただくと助かりますと

いうことです。 

 
杉山由祥委員長 

 それは多分、運営の差配の中でやるべきことだと思いますので、配慮はされるのではな

いかと思います。 

 
山中啓之委員 

 ２点お聞かせください。１点目、日程第２、第４号で、先ほど取り下げの許可をいただ

ける予定となっています松戸市役所新庁舎検討特別委員会の設置については、これは記録

としてはどこまで残るのでしょうか。市民の方が内容まで読めるのかどうか１点、それが

一つ。 

 短いので、そのまま続けますね。２点目が、山田哲也副市長の退任の御挨拶ということ

ですけれど、これは誰がどう要請してなるのでしょうか。牧野 英之前副市長は、体調不

良ということもあって、やめられた後、急に姿を見なくなって御挨拶もされなかったので、

これは議会から要請というか、本人の申し出なのかどうか、日程に組み込まれた理由を教

えてください。以上２点です。 
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議事調査課長 

 取り下げの件でございますが、上程前ということで議長の許可で取り下げがされており

ます。ただ提出をされていることから、提出した書類の中には入ってくるということでご

ざいます。 

 
山中啓之委員 

 開示請求対象であるということですか。 

 

議事調査課長 

 そう思います。 

 
山中啓之委員 

 わかりました。 
 

議事調査課長 

 ２点目の副市長の件ですが、こちらについては閉会後のことでございます。ですから日

程に入っているといいますか、閉会後のことでございますので、日程に組み込んだことで

はございませんが、慣例としてやっているところでございます。 

 
山中啓之委員 

 前回と慣例が違うから聞いているのですが、強制なのか本人の申し出なのか。 
 

議事調査課長 

 少しお待ちください。前任者の副市長については、最終日欠席をされてしまいましたの

で、そういう意味では、慣例どおりにはならなかったということになってございます。 

 
山中啓之委員 

 突然の不慮の欠席だったのですか。本当はやるつもりだけれど当日だったということで

すか。 
 

議事調査課長 

 御出席されていれば、そうなったと思います。 

 
山中啓之委員 

 要は、事前からわかった欠席なのかどうか、その辺りについて……。 
 

議事調査課長 

 いや、すみません、それは、私にはわかりません。 
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杉山由祥委員長 

 体調不良でしょう。 
 
山中啓之委員 

 今回はとめ置きます。 
 
杉山由祥委員長 

 ほかにございますか。 
 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 
杉山由祥委員長 

 なければ、さよう決定をいたします。 
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（３）閉会中の所管事務調査について 

 
杉山由祥委員長 

 次に、議題（３）閉会中における所管事務の調査事項についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本委員会の閉会中における所管事務の特定調査事項として、１、議

会の運営に関すること、２、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関すること、３、

議長の諮問に関すること、以上申し上げた事項を継続調査事項として決定したいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 
杉山由祥委員長 

 御異議ありませんので、さよう決定といたします。 
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（４）その他 

 
杉山由祥委員長 

 次に、議題（４）その他についてを議題といたします。 

 事務局から何かございますか。 

 

庶務課長 

 全国市議会議長会表彰の伝達に関連しまして、庶務課より報告いたします。 

 １点目、表彰の伝達時において、伝達を受けられた議員から表彰状などをお預かりする

ため、事務局職員を議場内に１名、記者席内に２名待機させていただきます。 

 ２点目、伝達式の様子を記録するため、記者席内に待機している事務局職員が写真撮影

を行わせていただきます。 

 
杉山由祥委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 
杉山由祥委員長 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 
杉山由祥委員長 

 特にないようですので、最後に私から、議会運営に関してお話をさせていただきたいと

存じます。 

 今議会もいろいろあったのですけれども、それぞれ皆様方には、改めて議会運営委員会

での決定というものを遵守していただきたいと、個々にお願いさせていただいております

ので、その件を踏まえていただいた上で、本日の本会議に臨んでいただければ幸いです。 

 それでは、以上で議会運営委員会を終了といたします。お疲れさまでした。 

 
委員長散会宣告 
午前９時４３分 

 

委員 長 
署名 欄 

 

 


